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鹿児島県資源管理方針の変更について 

 

１ 変更理由  

（1）水産庁が作成する資源管理基本方針の変更に伴い県方針の変更が必要になったもの。 

（2）令和７管理年度からまいわし対馬暖流系群を数量明示にて管理することから，記載の

変更を行いたいもの。 

 

２ 変更内容 

（1）国基本方針に伴う変更 

まだい日本海西部・東シナ海系群は令和７年１月からＴＡＣ管理（ステップ１）が開

始されることから，国基本方針別紙２に変更される。 

これを受け，県方針では別紙２から別紙１に変更する。（掲載資源数に変更なし） 

 

※ まだい日本海西部・東シナ海系群のＴＡＣ管理（ステップ１）はかたくちいわし対馬暖

流系群，うるめいわし対馬暖流系群と同様に漁獲量の報告体制を整備する期間であり，

各都道府県への漁獲可能量の配分や採捕停止命令は行われない。 

※ まだい日本海西部・東シナ海系群のＴＡＣ管理開始に伴う方針の記載変更に併せて，か

たくちいわし対馬暖流系群，うるめいわし対馬暖流系群の記載を一部変更 

 

 

国別紙 県別紙 内　　容 現   行 今回追加 計

別紙２ 別紙１ 特定水産資源
現行TAC資源
(８資源)

まだい ９資源

別紙３ 別紙２

　特定水産資源以外かつMSYベース
の資源評価が実施されているもの
　または国際資源であり，国全体
として数量上限が設けられていな
いが，我が国漁業の主対象として
管理が必要なもの

かつお
きはだ
めばち
びんなが
めかじき
まだい
ひらめ
きだい　８資源

－
(まだい

を別紙1へ)
７資源

－ 別紙３ 上記のいずれにも該当しないもの
まるあじ，うまづ
らはぎ等
33資源

－ 33資源

計 49資源
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（2）まいわし対馬暖流系群の記載について 

1）記載を変更する理由 

・ 令和５，６管理年度ともに県の目安数量を大幅に超過し，県から漁獲抑制に係る

指導文書を発出したが，公平な管理を行うことができなかった。 

・ まいわし対馬暖流系群の資源評価結果が増加傾向であり，本県でも十分な漁獲可

能量の配分を受けられる見込みが得られた。 

→ 令和７管理年度より，まいわし対馬暖流系群の数量明示管理を希望した。 

 

2）変更内容 

 ・ 数量明示管理を行うため，知事管理区分及び同区分毎の漁獲可能量の配分基準等

を設定。 

 

３ 今後の手続き  

～12 月上旬 

 ・各海区漁業調整委員会への諮問 

 12 月 18 日 

・農林水産大臣へ変更承認申請の提出 

12 月下旬 

・県公報及びホームページにて公表し，変更に係る手続き終了 

１月 

・マアジ，サバ類，イワシ類，マダイの令和７管理年度開始 
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１
漁

業
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状
況

本
県

の
水

産
業

は
，

令
和

４
年

の
生

産
量

で
９

万
２

千
ト

ン
，
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産

額
は

1
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7
7
億
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ぼ
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産
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に
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ぼ
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新

全
国
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に
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位
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置

し
て
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た
，

漁
業
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業
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数

は
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千
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あ
り
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多
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沿
岸

地
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上
位
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位

置
し
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る
。

ま
た

，
漁

業
就

業
者

数
は

約
6
千

人
で

あ
り

，
多

く
の

沿
岸
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２
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２
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８
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８
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－
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－
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２
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を
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追
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②
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又
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理

区
分

へ
の

配
分

は
，

本
県

に
配

分
さ

れ
た

漁
獲

可
能

量
の

う
ち

，
お

お
む

全
量

を
当

該
知

事
管

理
区

分
に

配
分

す
る

。
う

変
更

ね
９

割
を

当
該

管
理

年
度

の
前

々
年

度
ま

で
の

３
年

間
の

漁
獲

実
績

の
平

均
値

の
比

率
に

応
じ

て
そ

れ

ぞ
れ

の
知

事
管

理
区

分
に

按
分

し
，

残
り

の
お

お
む

ね
１

割
を

本
県

の
留

保
枠

と
す

る
。

ま
た

，
当

該

留
保

枠
に

つ
い

て
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の

知
事

管
理

区
分

に
お

け
る

資
源

管
理

の
取

組
状

況
，

当
該

特
定

水

産
資

源
の

回
遊

状
況

，
法

第
1
2
4
条

第
１

項
の

協
定

の
実

施
状

況
等

を
踏

ま
え

，
鹿

児
島

及
び

熊
毛

海

区
漁

業
調

整
委

員
会

の
意

見
を

聴
い

て
必

要
と

す
る

知
事

管
理

区
分

に
配

分
す

る
も

の
と

す
る

。

お
っ

て
，

農
林

水
産

大
臣

か
ら

国
の

留
保

枠
の

配
分

が
あ

っ
た

場
合

は
，

当
該

管
理

年
度

の
当

初
に

漁
獲

可
能

量
を

管
理

区
分

ご
と

に
按

分
し

た
比

率
で

，
追

加
配

分
さ

れ
た

数
量

を
配

分
す

る
こ

と
と

す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

漁
獲

可
能

量
を

各
知

事
管

理
区

分
に

配
分

し
た

結
果

，
各

知
事

管
理

区
分

に

お
け

る
漁

獲
可

能
量

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

，
変

更
後

に
開

催
さ

れ
る

鹿
児

島
及

び
熊

毛
海

区
漁

業

調
整

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

，
県

内
知

事
管

理
区

分
間

や
他

県
等

と
の

融
通

に
よ

り
知

事
管

理
漁

獲
可

能
量

が
変

更
さ

れ
る

場
合

は
，

予
め

鹿
児

島
及

び
熊

毛
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

に
意

見
を

聴
い

て
定

め
た

方
法

に
よ

り
，

知

事
管

理
区

分
の

配
分

量
を

変
更

す
る

も
の

と
し

，
変

更
後

に
開

催
さ

れ
る

鹿
児

島
及

び
熊

毛
海

区
漁

業

調
整

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
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改
正

後
改

正
前

備
考

な
お

，
漁

獲
可

能
量

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
，

鹿
児

島
県

ま
き

網
ま

い
わ

し
漁

業
へ

の
配

分
の

う
ち

1
0
0
ト

ン
未

満
の

端
数

は
1
0
ト

ン
の

位
を

四
捨

五
入

す
る

も
の

と
す

る
。

第
４

［
省

略
］

第
４

［
省

略
］

（
別

紙
１

－
２

）
～

（
別

紙
１

－
６

）
［

省
略

］
（

別
紙

１
－

２
）

～
（

別
紙

１
－

６
）
［

省
略

］

（
別

紙
１

－
７

）
（

別
紙

１
－

７
）

第
１

特
定

水
産

資
源

第
１

特
定

水
産

資
源

か
た

く
ち

い
わ

し
対

馬
暖

流
系

群
（

体
色

が
銀

色
の

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

別
紙

の
第

２
か

ら
か

た
く

ち
い

わ
し

対
馬

暖
流

系
群

（
体

色
が

銀
色

の
も

の
を

い
う

。
以

下
こ

の
別

紙
の

第
２

か
ら

第
３

に
お

い
て

同
じ

。
）

第
３

に
お

い
て

同
じ

。
）

第
２

～
３

［
省

略
］

第
２

～
３

［
省

略
］

第
４

漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理

以
外

の
手

法
に

よ
る

資
源

管
理

に
関

す
る

事
項

第
４

漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理

以
外

の
手

法
に

よ
る

資
源

管
理

に
関

す
る

事
項

か
た

く
ち

い
わ

し
対

馬
暖

流
系

群
の

う
ち

，
し

ら
す

（
か

た
く

ち
い

わ
し

対
馬

暖
流

系
群

の
う

ち
，

か
た

く
ち

い
わ

し
対

馬
暖

流
系

群
の

う
ち

，
し

ら
す

（
か

た
く

ち
い

わ
し

対
馬

暖
流

系
群

の
う

ち
，

体
色

が

体
色

が
銀

色
の

も
の

以
外

の
も

の
を

い
う

。
以

下
こ

の
別

紙
に

お
い

て
同

じ
。
）

を
漁

獲
対

象
と

す
る

銀
色

の
も

の
以

外
の

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

別
紙

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
漁

獲
対

象
と

す
る

漁
業

に
つ

い

漁
業

に
つ

い
て

，
し

ら
す

を
漁

獲
す

る
漁

獲
努

力
量

を
現

状
よ

り
増

加
さ

せ
な

い
よ

う
努

め
る

。
て

，
し

ら
す

を
漁

獲
す

る
漁

獲
努

力
量

を
現

状
よ

り
増

加
さ

せ
な

い
よ

う
努

め
る

。

鹿
児

島
県

漁
業

調
整

規
則

等
の

公
的

規
制

を
遵

守
さ

せ
る

。
（

追
記

）
記

載
の

追
記

ま
た

，
当

該
水

産
資

源
の

採
捕

を
す

る
者

に
よ

る
法

第
1
2
4
条

第
1
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進
し

，

認
定

し
た

協
定

を
公

表
す

る
と

と
も

に
，

当
該

協
定

に
参

加
し

て
い

る
者

自
ら

に
よ

る
当

該
協

定
の

実

施
状

況
の

定
期

的
な

検
証

及
び

取
り

組
み

内
容

の
改

良
を

促
進

す
る

。

第
５

［
省

略
］

第
５

［
省

略
］

（
別

紙
１

－
８

）
（

別
紙

１
－

８
）

第
１

特
定

水
産

資
源

第
１

特
定

水
産

資
源

う
る

め
い

わ
し

対
馬

暖
流

系
群

う
る

め
い

わ
し

対
馬

暖
流

系
群

第
２

～
３

［
省

略
］

第
２

～
３

［
省

略
］

第
４

漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理

以
外

の
手

法
に

よ
る

資
源

管
理

に
関

す
る

事
項

第
４

漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理

以
外

の
手

法
に

よ
る

資
源

管
理

に
関

す
る

事
項

鹿
児

島
県

漁
業

調
整

規
則

等
の

公
的

規
制

を
遵

守
さ

せ
る

。
な

し
。

記
載

の
追

記

ま
た

，
当

該
水

産
資

源
の

採
捕

を
す

る
者

に
よ

る
法

第
1
2
4
条

第
1
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進
し

，

認
定

し
た

協
定

を
公

表
す

る
と

と
も

に
，

当
該

協
定

に
参

加
し

て
い

る
者

自
ら

に
よ

る
当

該
協

定
の

実

施
状

況
の

定
期

的
な

検
証

及
び

取
り

組
み

内
容

の
改

良
を

促
進

す
る

。

第
５

［
省

略
］

第
５

［
省

略
］
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改
正

後
改

正
前

備
考

（
別

紙
１

－
９

）
［

新
設

］
特

定
水

産
資

源
の

追

第
１

特
定

水
産

資
源

加

ま
だ

い
日

本
海

西
部

・
東

シ
ナ

海
系

群

第
２

知
事

管
理

区
分

及
び

知
事

管
理

区
分

ご
と

の
漁

獲
量

の
管

理
の

手
法

等

１
鹿

児
島

県
ま

だ
い

漁
業

(
1
)

当
該

知
事

管
理

区
分

を
構

成
す

る
事

項

①
水

域

②
の

対
象

と
す

る
漁

業
が

，
ま

だ
い

の
採

捕
を

行
う

水
域

②
対

象
と

す
る

漁
業

鹿
児

島
県

に
住

所
又

は
主

た
る

事
務

所
そ

の
他

の
事

業
所

の
所

在
地

が
あ

る
者

が
ま

だ
い

を
採

捕

す
る

漁
業

③
漁

獲
可

能
期

間

周
年

(
2
)

漁
獲

量
の

管
理

の
手

法
等

当
該

知
事

管
理

区
分

に
お

け
る

管
理

の
手

法
は

，
漁

獲
量

の
総

量
の

管
理

と
し

，
漁

獲
量

等
の

報

告
に

係
る

期
限

は
，

次
の

と
お

り
と

す
る

。

陸
揚

げ
し

た
日

か
ら

そ
の

属
す

る
月

の
翌

月
の

1
0
日

ま
で

第
３

漁
獲

可
能

量
の

知
事

管
理

区
分

へ
の

配
分

の
基

準

全
量

を
当

該
知

事
管

理
区

分
に

配
分

す
る

。

第
４

漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理

以
外

の
手

法
に

よ
る

資
源

管
理

に
関

す
る

事
項

鹿
児

島
県

漁
業

調
整

規
則

等
の

公
的

規
制

を
遵

守
さ

せ
る

。

ま
た

，
当

該
水

産
資

源
の

採
捕

を
す

る
者

に
よ

る
法

第
12
4
条

第
1
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進
し

，

認
定

し
た

協
定

を
公

表
す

る
と

と
も

に
，

当
該

協
定

に
参

加
し

て
い

る
者

自
ら

に
よ

る
当

該
協

定
の

実

施
状

況
の

定
期

的
な

検
証

及
び

取
り

組
み

内
容

の
改

良
を

促
進

す
る

。

第
５

そ
の

他
資

源
管

理
に

関
す

る
重

要
事

項

資
源

管
理

基
本

方
針

（
令

和
２

年
農

林
水

産
省

告
示

第
1
9
8
2

号
）

の
本

則
の

第
１

の
２

（
５

）
に

定
め

る
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ
プ

管
理

を
行

う
。

（
別

紙
１

－
７

）
～

（
別

紙
２

－
５

）
[
省

略
]

（
別

紙
１

－
７

）
～

（
別

紙
２

－
５

）
[
省

略

（
別

紙
２

－
６

）
（

別
紙

２
－

７
）

番
号

の
変

更

第
１

水
産

資
源

第
１

水
産

資
源

ひ
ら

め
日

本
海

中
西

部
・

東
シ

ナ
海

系
群

ひ
ら

め
日

本
海

中
西

部
・

東
シ

ナ
海

系
群

第
２

～
第

３
［

省
略

］
第

２
～

第
３

［
省

略
］

（
別

紙
２

－
７

）
（

別
紙

２
－

８
）

番
号

の
変

更

第
１

水
産

資
源

第
１

水
産

資
源

き
だ

い
日

本
海

・
東

シ
ナ

海
系

群
き

だ
い

日
本

海
・

東
シ

ナ
海

系
群

第
２

～
第

３
［

省
略

］
第

２
～

第
３

［
省

略
］

（
別

紙
３

－
１

）
～

（
別

紙
３

－
3
3
）
［

省
略

］
（

別
紙

３
－

１
）

～
（

別
紙

３
－

3
3
）
［

省
略

］
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鹿
児

島
県
資

源
管

理
方

針
 

 

令
和

２
年

1
2
月

１
日

制
定
 

令
和

３
年

３
月

2
6
日

改
正
 

令
和

３
年

６
月

2
9
日

改
正
 

令
和

５
年

1
0
月

６
日

改
正
 

令
和

５
年

1
2
月

2
6
日

改
正

 

令
和

６
年

７
月

９
日

改
正

 

令
和

６
年

1
2
月

 
日

改
正
 

 第
１
 
資
源
管
理
に

関
す
る
基
本
的
な
事
項
 

１
 
漁
業
の
状
況
 

 
 
 
 本

県
の
水
産
業
は
，
令
和
４
年
の
生
産
量
で
９
万
２
千
ト
ン
，

生
産

額
は

1
,1
77

億
円
に

の
ぼ
り
，

全
国
的
に
は
上

位
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
，
漁
業
就
業
者
数
は
約

5
千
人
で
あ
り
，
多
く

の
沿
岸
地

域
，
と
り
わ
け
島
嶼
域
に
お
い
て
，
水
産
業
は
中
核
的
な
産
業
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う

に
水
産
業

は
，
本
県
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
産
業
で
あ
り
，
今

後
と
も

水
産
業
の
発

展
を
図
っ
て
い

く
た
め
に
は
，
水
産
資
源
を
適
切
に
管
理
し
，
合

理
的
に
利
用
し

て
い
く

こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
 

２
 
本
県
の
責
務
 

 
 
 
 本

県
は
，
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
規
定
に

基
づ
き

，
国
と
と

も
に
，
資
源

管

理
を
適
切
に
実

施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
，
国
と
協
力

し
つ
つ
，
本
県
の
管

轄
す

る
水
面
の

資
源
調
査
，
資

源
評
価
及
び
資
源
管
理
を
行
う
と
と
も
に
，
法
第

1
0
条
第

1
項
の

規
定
に

基
づ
き
，

必
要
と
認
め
る

と
き
は
，
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
，
資
源
評
価
が
行

わ
れ

て
い
な
い
水
産

資
源
に
つ
い

て
資
源
評
価
の

要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 第
２
 
特
定
水
産
資

源
ご
と
の
知
事
管
理
区
分
 

 
 
知
事
管
理
区

分
は
，
特
定
水
産
資
源
ご
と
に
漁
獲
量
の
管
理
を
行
う
た
め
，
知

事
が
設

定
す
る
管
理

区
分
で
あ
り
，

管
理
区
分
ご
と
に
少
な
く
と
も
以
下
の
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る

。
 

(
1
) 

水
域
 

(
2
) 

対
象
と
す
る
漁
業
 

(
3
) 

漁
獲
可
能
期
間
 

 第
３
 
特
定
水
産
資

源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分

の
基
準
 

１
 
漁
獲
可
能
量
 

 
 
漁
獲
可
能
量

の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
は
，
漁
獲
実
績
を
基
礎
と

し
，
当
該

特
定
水
産
資

源
を

漁
獲
対
象

と
す
る
漁

業
の
実
態
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し

て
，

特
定
水
産

資
源
ご

と
に

定
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

 

２
 
留
保
枠
の

設
定
 

 
年

に
よ
っ

て
異

な
る

漁
場
形

成
の

変
動

や
想

定
外
の
来

遊
等

に
対

応
す
る
た

め
，
特

定
水

産
資
源

ご
と
に
漁
獲
可

能
量

に
留
保
枠
を

設
け
る
こ
と
が

で
き

る
こ
と

と
す

る
。
 

３
 
数
量
の
融

通
 

 
年

に
よ
っ

て
異

な
る

漁
場
形

成
の

変
動

や
想

定
外
の
来

遊
等

に
よ

り
生
じ
る

，
そ
れ

ぞ
れ

の
知
事

管
理

区
分
に

配
分

し
た

数
量
の

過
不

足
が

，
漁

業
者
及
び

関
連

業
者

に
与
え
る

影
響
を

緩
和

す
る
た

め
，

上
記
１

及
び

２
の

規
定
に

基
づ

く
配

分
後

の
関
係
団

体
に

よ
る

要
望
及
び

知
事
管

理
区

分
ご
と

の
知

事
管
理

漁
獲

可
能

量
の
消

化
状

況
を

踏
ま

え
て
，
知

事
管

理
区

分
間
に
お

け
る
数

量
の

融
通
を

可
能
な
範
囲
で

行
い
，
そ
れ
ぞ

れ
の
知

事
管

理
区
分
に
配
分

す
る
こ
と
で
，
当
該

影
響
の

緩
和
に
努
め

る
も
の
と
す
る

。
 

 第
４

 
知
事
管
理
区

分
ご

と
の
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法
 

 
知
事
管
理
区

分
ご

と
の
漁
獲
量

の
管
理
の
手
法

は
，
漁
獲

割
当
て
に
よ
る
管

理
を
基
本
と

す
る
。
そ

れ
以
外
の
知
事

管
理

区
分
に
つ
い

て
は
，

漁
獲
量
の
総
量
の
管

理
を
行
う
が
，
科
学
的
知
見

の
蓄
積
，

漁
獲
量
等
の
報

告
体

制
の
整
備
等

が
整
っ
た
も
の

か
ら
，
順

次
，
漁
獲
割
当
て
に

よ
る
管

理
に
移
行
す

る
も
の
と
す
る

。
 

 第
５

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

１
 
特
定
水
産

資
源
 

 
特
定
水
産
資

源
に

つ
い
て
は
，

資
源
管
理
基
本

方
針

（
令
和

２
年

農
林
水
産
省
告

示
第

19
82

号
）

に
即

し
て
，

当
該

特
定

水
産
資

源
ご

と
の

資
源

管
理
の
目

標
の

達
成

に
効
果
が

あ
る
と

認
め

る
場
合

に
は
，
小
型
魚
の

漁
獲

を
避
け

る
た
め

の
網

目
等
の
漁
具
の

制
限
等
，
漁
獲
可
能

量
に
よ

る
管
理
以
外

の
管

理
手
法

を
活

用
し

，
漁
獲

可
能

量
に

よ
る

管
理
と
組

み
合

わ
せ

て
資
源
管

理
を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

 
ま
た
，
当
該

特
定

水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者

に
よ

る
法
第

12
4

条
第
１
項
の
協

定
の

締
結
を
促

進
し
，
認
定
し
た

協
定

を
公
表

す
る
と

と
も

に
，
当
該
協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に

よ
る
当
該
協

定
の

実
施
状

況
の

定
期

的
な
検

証
及

び
取

組
内

容
の
改
良

並
び

に
こ

れ
ら
の
結

果
の
知

事
へ

の
報
告

が
行
わ
れ
る
よ

う
指

導
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

２
 
特
定
水
産

資
源
以
外
の
水

産
資
源
 

 
特
定
水
産
資

源
以

外
の
水
産
資

源
に
つ
い
て
は
，
資
源
管

理
基
本
方
針
に
即

し
て
，
当

該
水
産
資
源

ご
と

の
資
源

管
理

の
目

標
の
達

成
に

向
け

，
最

新
の
資
源

評
価

及
び

漁
獲
シ
ナ

リ
オ
に

よ
り

導
か
れ

る
漁

獲
圧
力

の
管

理
を

適
切
に

行
う

た
め

に
，

必
要
と
考

え
ら

れ
る

資
源
管
理

の
手
法

に
よ

る
管
理

を
組
み
合
わ
せ

て
，

資
源
管
理
を

行
う
も
の
と
す

る
。
 

 
法
第

11
条
第

２
項
第
２
号
の
資

源
管
理
の
目
標

を
定

め
る
に

当
た

っ
て
必
要
な
資

源
評

価
が
行
わ
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れ
て
い
な
い
場

合
に
は
，
当
該
資
源
評
価
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
は
，
利
用
可
能

な
最
新

の
科
学
的
知

見
を
用
い
て
資

源
管
理
の
方
向
性
を
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
ま
た
，
当
該

特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

に
よ
る
法
第

1
24

条
第
１
項
の

協
定
の
締
結
を

促
進
し
，
認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
，
当
該
協
定
に

参
加
し

て
い
る
者
自

ら
に

よ
る
当
該

協
定
の
実

施
状
況
の
定
期
的
な
検
証

及
び
取
組

内
容

の
改
良
並

び
に
こ

れ
ら

の
結
果

の
知
事
へ
の
報

告
が
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
漁
業
者
自
身
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
 

 
知
事
は
，
漁
業
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た

協
定
を
公
表

す
る

と
と
も
に

，
当
該
協

定
に
参
加
し
て
い
る
者
自

ら
に
よ
る

当
該

協
定
の
実

施
状
況

の
定

期
的
な

検
証

及
び
取
組

内
容
の
改

良
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果

の
都
道
府

県
知

事
へ
の
報

告
が
行

わ
れ

る
よ
う

指
導
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

 第
６
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

１
 
漁
獲
量
等
の
情
報
の
収
集
 

(
1
) 

漁
獲
量
や
漁
獲
状
況
に
関
す
る
情
報
は
，
資
源
の
動
向
の
把
握
，

環
境
変
動
が
資
源
に

与
え
る

影
響
等
の
把
握
，
資
源
評
価
の
精
度
の
向
上
，
資
源
管
理
措
置
の
遵
守
状
況
の

把
握

や
効
果

の
検

証

等
，
適
切
な

資
源
管
理
を
行
う
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
切

な
把

握
に
努
め
る
こ

と
と

す

る
。
 

(
2
) 

漁
獲
量
等
の
情
報
は
，
法
第

26
条
第
１
項
又
は
第

30
条
第
１
項
の
規
定

に
よ

る
漁
獲

可
能

量

に
よ
る
管
理
と
し
て
行
う

も
の
の

ほ
か
，
知
事

許
可
漁
業
の

許
可

を
受

け
た
者
に

よ
る
資

源
管

理

の
状
況
等
の
報
告
（
法
第

5
8
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

5
2
条
第
１
項

）
，
漁
業
権
者
に

よ
る
資

源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
（
法
第

90
条
第
１
項
）
に
お
い
て
も
報
告
が
義

務
付

け
ら
れ
て
い

る
。

こ
れ
ら
の
報
告
に
よ
り
収

集
し
た

情
報
を
農
林

水
産
大
臣
へ

報
告

し
，

農
林
水
産

大
臣
及

び
知

事

が
相
互
に
漁
獲
量
等
の
情

報
を
共

有
す
る
こ
と

に
よ
り
，
適

切
な

資
源

管
理
に
向

け
て
こ

れ
ら

の

情
報
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

(
3
) 

ま
た
，
こ
れ
ら
の
報
告
に
よ
る
漁
獲
量
等
の
情
報
の
収
集
の
重

要
性
を
踏
ま
え

て
，

よ
り
迅
速

か
つ
効
率
的
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
，
国
と
連
携

し
つ
つ
，
漁
業
者
や
漁

業
協

同

組
合
，
市
場
等
か
ら
漁
獲
量
等
の
情
報
を
電
子
的
に
収
集
・
蓄
積
す
る

シ
ス

テ
ム
の
構
築
を

進
め

る

と
と
も
に
，
デ
ー
タ
を
一
元
的
に
集
約
し
，
用
途
に
応
じ
て

編
集
・
処

理
す
る
こ
と

で
，
適
切

な
資

源
管
理
に
向
け
て
こ
れ
ら
の
情
報
の
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
。
 

２
 
資
源
管
理
の
進
め
方
 

 
新

た
な
資
源

管
理
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
，
漁
業

者
そ
の
他

の
関

係
者
の
理

解
と
協

力
を

得
た
上

で
，
着
実
に
実

行
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。
 

３
 
種
苗
放
流
等
の
取
組
 

 
種
苗
生
産
・
放
流
・
育
成
管
理
（
以
下
「
種
苗
放
流
等
」
と
い
う
。
）
の
取

組
は
，
資
源

管
理
の
一

環
と
し
て
実
施

す
る
こ
と
か
ら
，
対
象
と
な
る
水
産
資
源
の
資
源
評
価
を
踏
ま

え
，
そ
の

効
果
を
検
証

す
る
こ
と
と
す

る
。
 

 
新

た
に
種

苗
放

流
等

を
実
施

す
る

水
産

資
源

に
つ
い
て

は
，

資
源

水
準
の
回

復
に
そ

の
取

組
の
有

効
性

が
認
め

ら
れ

る
場

合
に
，

適
切

な
資

源
管

理
措
置
と

併
せ

て
種

苗
放
流
等

を
実
施

す
る

こ
と
と

し
，
当
該
水
産

資
源

の
資
源
評
価

を
踏
ま
え
，
そ

の
効

果
を
検

証
す

る
こ
と
と
す
る

。
 

 
こ

れ
ま
で

種
苗

放
流

等
を
実

施
し

て
き

た
水

産
資
源
に

つ
い

て
は

，
種
苗
放

流
等
の

効
果

の
検
証

の
結
果
，
そ
の
取

組
の

有
効
性

が
認
め

ら
れ

る
も
の
で
あ
っ

て
，
そ
の
造
成
の
目

的
を
達

成
し
て
い
な

い
も
の
は
，
適

切
な

資
源
管
理
措

置
と
併
せ
て
種

苗
放

流
等
を

実
施

す
る
こ
と
と
す

る
。

 

 
な
お
，
当
該
検

証
の

結
果
，
当
該

水
産
資
源
の
造

成
の

目
的
を

達
成

し
た
も
の
や
そ

の
効

果
の
認
め

ら
れ
な
い
も
の

は
，

種
苗
放
流
等

の
見
直
し
を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

４
 
遊
漁
者
に

対
す
る
指
導
 

遊
漁
者

に
対

し
，

資
源

管
理
基

本
方

針
及
び

都
道
府

県
資

源
管

理
方

針
に

基
づ
く

資
源
管

理
の

実

施
に
つ
い
て
協

力
す

る
よ
う
指
導

す
る
も
の
と
す

る
。
 

 第
７

 
鹿
児
島
県
資

源
管

理
方
針

の
検

討
 

 
 
法
第

1
4
条

第
８
項
に
定
め
る
場

合
の
ほ
か
，
直
近
の
資
源
評

価
，
最

新
の
科
学
的
知
見
，
漁

業
の

動
向
そ
の
他
の

事
情

を
勘
案
し
て
，
お
お
む
ね
５
年

ご
と
に

，
こ

の
資
源
管
理
方

針
に
つ

い
て
の
検
討

を
行

う
と
と

も
に

，
こ

の
資
源

管
理

方
針

に
記

載
さ
れ
て

い
る

個
別

の
水
産
資

源
に
つ

い
て

も
少
な

く
と
も
５
年
ご

と
に

見
直
し
を
行

う
も
の
と
す
る

。
 

 第
８

 
個
別
の
水
産

資
源

に
つ
い

て
の

具
体
的
な
資
源

管
理

方
針
 

 
 

 
特
定
水
産
資

源
に

つ
い
て

の
具

体
的
な
資
源
管

理
方

針
は
「
別
紙
１

－
１

 
ま
あ
じ

」
か

ら
「
別
紙

１
－
９
 
ま
だ

い
日

本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海

系
群
」
ま
で
に

，
特
定
水

産
資
源
以
外

の
水

産
資
源
（

法

第
11

条
第
２
項

第
２
号
の
資
源
管

理
の
目
標
を
定

め
る

に
当
た

っ
て

必
要
な
資
源
評

価
が

行
わ
れ
て

い
な
い
も
の
を

除
く

。
）
に
つ
い

て
の
具
体
的

な
資

源
管
理
方
針

は
「

別
紙
２
－
１
 

か
つ

お
中
西
部

太
平
洋
条
約
海

域
」

か
ら
「
別
紙

２
－
７
 
き
だ

い
日

本
海
・

東
シ

ナ
海
系
群
」
ま

で
に

，
法
第

11

条
第

２
項
第

２
号

の
資

源
管
理

の
目

標
を

定
め

る
に
当
た

っ
て

必
要

な
資
源
評

価
が
行

わ
れ

て
い
な

い
水
産
資
源
の

資
源

管
理
の
方
向

性
は
「
別
紙
３
－
１

 
ま

る
あ
じ

日
本

海
西
・
東
シ
ナ
海

系
群
」
か

ら
「
別
紙
３
－

33
 

き
ん
め
だ
い

太
平
洋
系
群
の
う
ち

鹿
児

島
県
周

辺
海

域
」
ま
で
に

，
そ

れ
ぞ
れ
定

め
る
も
の
と
す

る
。
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（
別
紙
１
－
１
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

ま
あ
じ
 

 第
２
 
知
事
管
理
区

分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
ま
き
網
ま
あ
じ
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
 
 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
あ
じ
の
採
捕
を
行
う
水
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

 
 
 
中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第

7
0
条
第

1
号
に

掲
げ

る

漁
業
を
い

う
。
）
お
よ
び
小
型
ま
き
網
漁
業
（
鹿
児
島
県
漁
業

調
整
規
則
第

4
条
第

1
項
第

4
号

に
掲
げ
る

漁
業
を
い
う
。
）
 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

 
 
 
 
当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
当
該
管
理
年
度
中
（
②
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日
か
ら
当

該
管
理
年
度
の

末
日
ま
で
 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
（
た
だ
し
、
漁
獲
可
能
量

の
追

加
配
分
等
に
よ

り
当
該
知
事
管

理
区
分
の
漁
獲
量
が

当
該

知
事
管
理

漁
獲
可
能
量
を
超

え
る

お
そ

れ
が
な

く
な
っ
た

と
認

め
る

と
き
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 ）

 

 
２
 
鹿
児
島
県
そ

の
他
の
ま
あ
じ
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
 
 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
あ
じ
の
採
捕
を
行
う
水
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児
島

県
に
住
所
又
は

主
た
る
事
務

所
そ
の
他
の

事
業
所
の

所
在

地
が
あ
る

者
に

よ
る
ま

あ

じ
を
採
捕

す
る
漁
業
（
ま
き
網
漁
業
を
除
く
（
以
下
「
そ
の
他

の
ま
あ
じ
漁
業

」
と

い
う
。
））

 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

当
該
知
事
管
理
区
分

に
お

け
る
管
理

の
手
法
は
，
現
行

の
水

準
以

上
に
漁

獲
量
を
増

加
さ

せ
な

い
管
理
と
し
，
漁
獲
量
等
に
係
る
報
告
の
期
限
は
，
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

 
 
 
 
陸
揚
げ
し

た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

の
知

事
管
理

区
分

へ
の
配
分
の
基

準
 

漁
獲

可
能

量
の
知
事
管
理

区
分

へ
の
配

分
は

，
本
県
に
配
分

さ
れ
た
漁
獲

可
能

量
の
う
ち
，

お
お

む
ね
９
割
を
当

該
管

理
年
度
の
前

々
年
度
ま
で
の

3
年

間
の
漁

獲
実

績
の
平
均
値
の

比
率

に
応
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分
に
按

分
し
，
残
り
の

お
お

む
ね
１

割
を

本
県
の
留
保
枠

と
す

る
。
ま

た
，
当
該
留
保

枠
に

つ
い
て
は
，

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分

に
お

け
る
資
源
管
理

の
取

組
状
況
，

当
該
特
定
水
産

資
源

の
回
遊
状
況

，
法
第

12
4
条

第
１

項
の
協

定
の

実
施
状
況
等
を

踏
ま

え
，
鹿
児

島
及
び
熊
毛
海

区
漁

業
調
整
委
員

会
の
意
見
を
聴

い
て

必
要
と

す
る

知
事
管
理
区
分

に
配

分
す
る
も

の
と
す
る
。
 

お
っ

て
，

農
林
水
産
大
臣

か
ら

国
の
留

保
枠

の
配
分
が
あ
っ

た
場
合
は
，

当
該

管
理
年
度
の

当
初

に
漁
獲
可
能
量

を
管

理
区
分
ご
と

に
按
分
し
た
比

率
で

，
追
加

配
分

さ
れ
た
数
量
を

配
分

す
る
こ
と

と
す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
漁

獲
可
能
量
を
各

知
事

管
理
区

分
に

配
分
し
た
結
果

，
各

知
事
管
理

区
分
に
お
け
る

漁
獲

可
能
量
に
変

更
が
生
じ
た
場

合
は

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

ま
た

，
県

内
知
事
管
理
区

分
間

や
他
県

等
と

の
融
通
に
よ
り

知
事
管
理
漁

獲
可

能
量
が
変
更

さ
れ

る
場
合
は
，
予

め
鹿

児
島
及
び
熊

毛
海
区
漁
業
調

整
委

員
会
に

意
見

を
聴
い
て
定
め

た
方

法
に
よ

り
，
知
事
管
理

区
分

の
配
分
量
を

変
更
す
る
も
の

と
し

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

な
お

，
漁

獲
可
能
量
の
算

定
に

あ
た
っ

て
は

，
鹿
児
島
県
ま

き
網
ま
あ
じ

漁
業

へ
の
配
分
の

う
ち

1
0
0
ト
ン

未
満

の
端
数
は

10
ト

ン
の
位
を
四

捨
五

入
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 第
４

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

そ
の

他
の

ま
あ
じ
漁
業
に

お
い

て
は
，
漁

獲
可

能
量
に
よ
る
管
理
以

外
の
手
法
と
し
て
，
漁
獲
努
力

量
に

よ
る
管

理
を

併
せ

て
行
う

こ
と

と
す

る
。

こ
の
場
合

に
お

け
る

当
該
漁
業

に
係
る

漁
獲

努
力
量

の
上
限
は
，
6
,
40
0
隻
と
す
る

。
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（
別
紙
１
－
２
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

ま
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
 

 第
２
 
知
事
管
理
区

分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
ま
き
網
ま
い
わ
し
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
の
採

捕
を
行
う
水
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

 
 
 
中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第

7
0
条
第

1
号
に

掲
げ

る

漁
業
を
い

う
。
）
及
び
小
型
ま
き
網
漁
業
（
鹿
児
島
県
漁
業
調

整
規
則
第

4
条
第

1
項
第

4
号
に

掲
げ
る
漁

業
を
い
う
。）

 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

 
 
 
 
当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
当
該
管
理
年
度
中
（
②
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日
か
ら
当

該
管
理
年
度
の

末
日
ま
で
 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
（
た
だ
し
、
漁
獲
可
能
量
の

追
加
配
分
等
に

よ
り
当
該
知
事

管
理
区
分

の
漁
獲
量
が
当
該
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
超
え
る

お
そ
れ
が
な
く

な
っ

た
と
認
め

る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
  

  
２
 
鹿
児
島
県
そ

の
他
の
ま
い
わ
し
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
の
採

捕
を
行
う
水
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児
島

県
に
住
所
又
は

主
た
る
事
務

所
そ
の
他
の

事
業
所
の

所
在

地
が
あ
る

者
に

よ
る
ま

い

わ
し
対
馬

暖
流
系
群
を
採
捕
す
る
漁
業
（
鹿
児
島
県
ま
き
網
ま

い
わ

し
漁
業
を
除
く
（
以

下
「
そ

の
他
の
ま

い
わ
し
漁
業
」
と
い
う
。
））

 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

  
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

当
該
知
事
管
理
区
分

に
お

け
る
管
理

の
手
法
は
，
現
行

の
水

準
以

上
に
漁

獲
量
を
増

加
さ

せ
な

い
管

理
と

し
，
漁
獲
量
等

に
係

る
報
告

の
期

限
は
，
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

 
 

 
 
陸
揚
げ
し

た
日

か
ら
そ

の
属

す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 第
３

 
漁
獲
可
能
量

の
知

事
管
理

区
分

へ
の
配
分
の
基

準
 

漁
獲

可
能

量
の
知
事
管
理

区
分

へ
の
配

分
は

，
本
県
に
配
分

さ
れ
た
漁
獲

可
能

量
の
う
ち
，

お
お

む
ね
９
割
を
当

該
管

理
年
度
の
前

々
年
度
ま
で
の

３
年

間
の
漁

獲
実

績
の
平
均
値
の

比
率

に
応
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分
に
按

分
し
，
残
り
の

お
お

む
ね
１

割
を

本
県
の
留
保
枠

と
す

る
。
ま

た
，
当
該
留
保

枠
に

つ
い
て
は
，

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分

に
お

け
る
資
源
管
理

の
取

組
状
況
，

当
該
特
定
水
産

資
源

の
回
遊
状
況

，
法
第

12
4
条

第
１

項
の
協

定
の

実
施
状
況
等
を

踏
ま

え
，
鹿
児

島
及
び
熊
毛
海

区
漁

業
調
整
委
員

会
の
意
見
を
聴

い
て

必
要
と

す
る

知
事
管
理
区
分

に
配

分
す
る
も

の
と
す
る
。
 

お
っ

て
，

農
林
水
産
大
臣

か
ら

国
の
留

保
枠

の
配
分
が
あ
っ

た
場
合
は
，

当
該

管
理
年
度
の

当
初

に
漁
獲
可
能
量

を
管

理
区
分
ご
と

に
按
分
し
た
比

率
で

，
追
加

配
分

さ
れ
た
数
量
を

配
分

す
る
こ
と

と
す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
漁

獲
可
能
量
を
各

知
事

管
理
区

分
に

配
分
し
た
結
果

，
各

知
事
管
理

区
分
に
お
け
る

漁
獲

可
能
量
に
変

更
が
生
じ
た
場

合
は

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

ま
た

，
県

内
知
事
管
理
区

分
間

や
他
県

等
と

の
融
通
に
よ
り

知
事
管
理
漁

獲
可

能
量
が
変
更

さ
れ

る
場
合
は
，
予

め
鹿

児
島
及
び
熊

毛
海
区
漁
業
調

整
委

員
会
に

意
見

を
聴
い
て
定
め

た
方

法
に
よ

り
，
知
事
管
理

区
分

の
配
分
量
を

変
更
す
る
も
の

と
し

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

な
お

，
漁

獲
可
能
量
の
算

定
に

あ
た
っ

て
は

，
鹿
児
島
県
ま

き
網
ま
い
わ

し
漁

業
へ
の
配
分

の
う

ち
10
0
ト
ン
未

満
の

端
数
は

1
0
ト
ン

の
位

を
四
捨
五
入
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 

第
４

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

当
該

知
事

管
理
区
分
に
お

い
て

は
，
漁
獲

可
能

量
に
よ
る
管
理
以
外

の
手
法
と
し
て
，
漁
獲

努
力

量

に
よ

る
管
理

を
併

せ
て

行
う
こ

と
と

す
る

。
こ

の
場
合
に

お
け

る
当

該
知
事
管

理
区
分

が
対

象
と
す

る
漁
業
に
係
る

漁
獲

努
力
量
の
上

限
は
，
1
,9
00

隻
と
す
る
。
 

           

-10-



（
別
紙
１
－
３
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
（
30

キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に

限
る
。
以
下

こ
の
別
紙
に
お

い
て
「
小

型
魚
」
と
い
う
。
）
 

 第
２
 
知
事
管
理
区

分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
定
置
漁
業
（
上
半
期
）
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
 
 
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
（
昭
和

3
8
年
農
林

省
令
第
５

号
。
以
下
こ
の
別
紙
に
お
い
て
「
許
可
省
令
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１

項
第
１

号
に

掲
げ
る
海

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

 
 
 
定
置
漁
業
（
法
第

6
0
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
漁
業
を
い

う
。
以

下
こ
の
別
紙
に

お
い

て

同
じ
。
）
お
よ
び
小
型
定
置
網
漁
業
（
鹿
児
島
県
漁
業
調
整
規
則
第
４

条
第

１
項
第

1
3
号
に

掲
げ

る
漁
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）

 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
４
月
１
日
か
ら
９
月

3
0
日
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

 
 
 
 
当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
当
該
管
理
年
度
中
（
②
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日

か
ら

当
該
管
理
年
度

の
９
月

3
0
日
ま

で
（
漁
獲
可
能
量
の

追
加

配
分
等
に

よ
り
当
該
知
事
管

理
区

分
の

漁
獲
量

が
当
該
知

事
管

理
漁

獲
可
能
量

を
超
え
る
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で

は
な

い
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
 

２
 
鹿
児
島
県
定
置
漁
業
（
下
半
期
）
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
 
 
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

 
 
 
定
置
漁
業
お
よ
び
小
型
定
置
網
漁
業
 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
1
0
月
１
日
か
ら
３
月

31
日
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

 
 
 
 
当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 

 
①
 
当
該
管

理
年

度
中
（

②
に

規
定
す
る
場
合

を
除

く
。）

 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

そ
の

属
す
る
月
の
翌

月
の

10
日

ま
で
 

 
 

 
②
 
知
事
が

法
第

31
条
の

規
定

に
基
づ
く
公

表
を
し
た
日

か
ら

当
該
管
理
年
度

の
３
月

3
1
日
ま

で
（

漁
獲

可
能

量
の
追
加

配
分

等
に
よ

り
当

該
知

事
管
理
区

分
の

漁
獲
量

が
当

該
知

事
管

理
漁

獲
可
能
量

を
超

え
る
お
そ
れ
が

な
く
な
っ
た

と
認

め
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で

は
な

い
。）

 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

３
日

以
内
 

  
３

 
鹿
児
島
県
そ

の
他

の
く
ろ

ま
ぐ

ろ
（
小
型
魚
）

漁
業

（
上
半

期
）
 

(
1
) 

知
事
管

理
区
分
を
構
成
す
る

事
項
 

①
 

水
域
 

 
 
 
中
西
部

太
平

洋
条
約
海
域
 

②
 

対
象

と
す
る
漁
業
 

鹿
児

島
県

に
住
所

又
は

主
た
る

事
務

所
そ

の
他

の
事

業
所
の

所
在

地
が
あ
る

者
に

よ
る
く

ろ

ま
ぐ
ろ
（

小
型

魚
）
を
採
捕
す
る

漁
業
（
鹿
児
島

県
定

置
漁
業

を
除

く
（

以
下
「
そ
の
他

の
く
ろ

ま
ぐ
ろ
（

小
型

魚
）
漁
業
」
と

い
う
。
））

 

 
 

 
③
 
漁
獲
可

能
期

間
 

 
 

 
 
 
４
月
１

日
か

ら
９
月

3
0
日
 

 
 

(
2)
 
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法

等
 

当
該
知
事

管
理

区
分
に
お
け
る

管
理
の
手
法

は
，
漁

獲
量
の

総
量
の
管
理

と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に

係
る

期
限
は
，
次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

 
 

 
①
 
当
該
管

理
年

度
中
（

②
に

規
定
す
る
場
合

を
除

く
。）

 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

そ
の

属
す
る
月
の
翌

月
の

10
日

ま
で
 

 
 

 
②
 
知
事
が

法
第

31
条
の

規
定

に
基
づ
く
公

表
を
し
た
日

か
ら

当
該
管
理
年
度

の
９
月

3
0
日
ま

で
（

漁
獲

可
能
量

の
追

加
配
分

等
に

よ
り
当
該

知
事

管
理
区

分
の

漁
獲

量
が
当
該

知
事
管

理
漁

獲
可

能
量
を
超
え
る

お
そ

れ
が
な
く
な

っ
た
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限

り
で

は
な
い
。）

 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

３
日

以
内
 

 
４

 
鹿
児
島
県
そ

の
他

の
く
ろ

ま
ぐ

ろ
（
小
型
魚
）

漁
業

（
下
半

期
）
 

(
1
) 

知
事
管

理
区
分
を
構
成
す
る

事
項
 

①
 

水
域
 

 
 
 
中
西
部

太
平

洋
条
約
海
域
 

②
 

対
象

と
す
る
漁
業
 

そ
の

他
の
く
ろ
ま
ぐ

ろ
（

小
型
魚

）
漁

業
 

 
 

 
③
 
漁
獲
可

能
期

間
 

 
 

 
 
 
1
0
月
１
日
か
ら
３
月

31
日
 

 
 

(
2)
 
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法

等
 

当
該
知
事

管
理

区
分
に
お
け
る

管
理
の
手
法

は
，
漁

獲
量
の

総
量
の
管
理

と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に

係
る

期
限
は
，
次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

 
 

 
①
 
当
該
管

理
年

度
中
（

②
に

規
定
す
る
場
合

を
除

く
。）
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陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日

か
ら

当
該
管
理
年
度

の
３
月

3
1
日
ま

で
（
漁
獲
可
能
量
の

追
加

配
分
等
に

よ
り
当
該
知
事
管

理
区

分
の

漁
獲
量

が
当
該
知

事
管

理
漁

獲
可
能
量

を
超
え
る
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で

は
な

い
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
 

 第
３
 
漁
獲
可
能
量

の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

本
県
に
配
分
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
，
お
お
む
ね
１
割

を
本
県
の
留

保
と

す
る
。
残
り

の
お

お
む
ね
９
割
を

平
成

22
～
24

年
漁
期
の
漁
獲
実
績
の
平
均
値
の
比
率

に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ

の
知
事

管
理
区
分
に
按

分
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
，
可
能
な
限
り
直
近

の
漁
獲
実
績
を

反
映

す
る
も
の

と
す
る
。
過
去

に
い
ず
れ
か
の
知
事
管
理
区
分
の
対
象
と
す
る
漁
業

に
お
い
て
漁
獲

可
能

量
の
超
過

等
が
生
じ
た
こ

と
に
よ
り
，
そ
れ
以
外
の
知
事
管
理
区
分
の
対
象
と

す
る
漁
業
に
不

利
益

が
生
じ
た

場
合
は
，
後
年

の
管
理
年
度
に
お
い
て
当
該
不
利
益
が
解
消
さ
れ
る

よ
う
配
分
量
を

調
整

す
る
。
 

管
理
年
度
中
に
，
国
か
ら
の
追
加
配
分
等
に
よ
り
本
県
の
知

事
管
理
漁
獲

可
能

量
が
増
加
し

た
場

合
は
，
上
記
の

配
分
基
準
に
準
じ
て
当
該
増
加
量
を
配
分
す
る
。
 

本
県
定
置
漁
業
又
は
そ
の
他
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁

業
に
お
い
て

，
上

半
期
の
漁
獲

可
能

期
間
が
終
了
し

た
時
点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
獲
可
能
量
に
残
余
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か

に
な

っ
た
場
合

は
，
残
余
の
数

量
を
速
や
か
に
確
定
さ
せ
，
上
半
期
の
漁
獲
可
能
量

か
ら
当
該
残
余

量
を

差
し
引

き
，
そ
れ
ぞ
れ

の
下
半
期
の
漁
獲
可
能
量
に
当
該
残
余
量
を
加
え
る

。
ま
た
，
上
半

期
に

そ
れ
ぞ
れ

の
漁
獲
可
能
量

を
超
え
る
採
捕
が
あ
っ
た
場
合
は
，
下
半
期
の
そ
れ

ぞ
れ
の
漁
獲
可

能
量

か
ら
当
該

超
過
量
を
減
ず

る
。
 

留
保
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る

資
源
管
理
の

取
組

状
況
，
当
該

特
定

水
産
資
源
の
回

遊
状
況
，
法
第

1
2
4
条
第
１
項
の
協
定
の
実
施
状
況

等
を
踏
ま
え
，

必
要

と
す
る
知

事
管
理
区
分
に

配
分
す
る
も
の
と
す
る
。
 

以
上
の
基
準
に
従
っ
て
漁
獲
可
能
量
を
各
知
事
管
理
区
分
に

配
分
し
た
結

果
，

各
知
事
管
理

区
分

に
お
け
る
漁
獲

可
能
量
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
変
更
後
に
開
催

さ
れ
る
鹿
児
島

，
熊

毛
及
び
奄

美
大
島
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

特
に
な
し
。
 

 第
５
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
の
公
表
に
つ
い
て
，
法
第

31
条
に

定
め
る
場
合

に
該

当
す
る
か
否

か
に

つ
い

て
は
，
当

該
知
事
管

理
区
分
の
漁
獲
量
が
当
該

知
事
管
理

漁
獲

可
能
量
の

７
割
を

超
え

る
と
き

を
基
準
と
し
て

，
漁
獲
量
の
推
移
に
応
じ
て
判
断
す
る
。
 

 
 

（
別

紙
１
－
４
）
 

第
１

 
特
定
水
産
資

源
 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（

大
型

魚
）
（
30

キ
ロ
グ

ラ
ム
以
上
の
も
の
に

限
る
。
以
下

こ
の
別
紙
に
お

い
て
「
大

型
魚
」
と
い
う

。
）
 

 第
２

 
知
事
管
理
区

分
及

び
知
事

管
理

区
分
ご
と
の
漁

獲
量

の
管
理

の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県

定
置
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管

理
区
分
を
構
成
す
る

事
項
 

①
 

水
域
 

 
 
 
中
西
部

太
平

洋
条
約
海
域
（

漁
業

の
許
可
及
び
取
締
り

等
に
関
す
る
省

令
（
昭
和

3
8
年
農
林

省
令
第
５

号
。
以

下
こ
の
別
紙
に
お
い

て
「
許

可
省

令
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
１

項
第
１

号
に

掲
げ
る
海

域
を

い
う
。
以
下
同

じ
。）

 

②
 

対
象

と
す
る
漁
業
 

 
 
 
定
置
漁

業
（
法

第
6
0
条
第

３
項
第

1
号
に

掲
げ

る
漁
業

を
い

う
。
以

下
こ
の
別
紙
に

お
い

て

同
じ
。
）
お
よ
び
小

型
定

置
網
漁

業
（
鹿
児
島
県

漁
業

調
整
規
則
第
４

条
第

１
項
第

1
3
号
に

掲
げ

る
漁
業
を

い
う

。
以
下
同
じ
。）

 

 
 

 
③
 
漁
獲
可

能
期

間
 

 
 

 
 
 
周
年
 

 
 

(
2)
 
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法

等
 

 
 

 
 
当
該
知
事

管
理

区
分
に

お
け

る
管
理
の
手
法

は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に

係
る

期
限
は
，
次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

 
 

 
①
 
当
該
管

理
年

度
中
（

②
に

規
定
す
る
場
合

を
除

く
。）

 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

そ
の

属
す
る
月
の
翌

月
の

10
日

ま
で
 

 
 

 
②
 
知
事
が

法
第

31
条
の

規
定

に
基
づ
く
公
表

を
し

た
日
か

ら
当

該
管
理
年
度
の

末
日
ま
で
（
漁

獲
可

能
量

の
追

加
配
分
等

に
よ

り
当
該

知
事

管
理

区
分
の
漁

獲
量

が
当
該

知
事

管
理

漁
獲

可
能

量
を
超
え

る
お

そ
れ
が
な
く
な

っ
た
と
認
め

る
と

き
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い

。）
 

 
 

 
 
 
陸
揚
げ

し
た

日
か
ら

３
日

以
内
 

  
２

 
鹿
児
島
県
そ

の
他

の
く
ろ

ま
ぐ

ろ
（
大
型
魚
）

漁
業

 

(
1
) 

知
事
管

理
区
分
を
構
成
す
る

事
項
 

①
 

水
域
 

 
 
 
中
西
部

太
平

洋
条
約
海
域
 

②
 

対
象

と
す
る
漁
業
 

鹿
児

島
県

に
住
所

又
は

主
た
る

事
務

所
そ

の
他

の
事

業
所
の

所
在

地
が
あ
る

者
に

よ
る
く

ろ

ま
ぐ
ろ
（

大
型

魚
）
を
採
捕
す
る

漁
業
（
鹿
児
島

県
定

置
漁
業

を
除

く
（

以
下
「
そ
の
他

の
く
ろ

ま
ぐ
ろ
（

大
型

魚
）
漁
業
」
と

い
う
。
））

 

 
 

 
③
 
漁
獲
可

能
期

間
 

 
 

 
 
 
周
年
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(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量
の
管
理

と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
当
該
管
理
年
度
中
（
②
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日
か
ら
当

該
管
理
年
度
の

末
日
ま
で
（
漁

獲
可

能
量
の
追
加
配

分
等

に
よ
り
当
該
知

事
管

理
区
分
の
漁

獲
量

が
当
該
知

事
管
理

漁
獲

可
能

量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
 

 第
３
 
漁
獲
可
能
量

の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

本
県
に
配
分
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
，
お
お
む
ね
１
割

を
本
県
の
留

保
と

す
る
。
残
り

の
お

お
む
ね
９
割
を

各
知
事
管
理
区
分
に
均
等
に
配
分
す
る
こ
と
を
基
本

と
し
つ
つ
，
可

能
な

限
り
直
近

の
漁
獲
実
績
を

反
映
す
る
も
の
と
す
る
。
過
去
に
い
ず
れ
か
の
知
事

管
理
区
分
の
対

象
と

す
る
漁
業

に
お
い
て
漁
獲

可
能
量
の
超
過
等
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
，
そ
れ
以

外
の
知
事
管
理

区
分

の
対
象
と

す
る
漁
業
に
不

利
益
が
生
じ
た
場
合
は
，
後
年
の
管
理
年
度
に
お
い

て
当
該
不
利
益

が
解

消
さ
れ
る

よ
う
配
分
量
を

調
整
す
る
。
 

管
理
年
度
中
に
，
国
か
ら
の
追
加
配
分
等
に
よ
り
本
県
の
知

事
管
理
漁
獲

可
能

量
が
増
加
し

た
場

合
は
，
上
記
の

配
分
基
準
に
準
じ
て
当
該
増
加
量
を
配
分
す
る
。
 

留
保
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る

資
源
管
理
の

取
組

状
況
，
当
該

特
定

水
産
資
源
の
回

遊
状
況
，
法
第

1
2
4
条
第
１
項
の
協
定
の
実
施
状
況

等
を
踏
ま
え
，

必
要

と
す
る
知

事
管
理
区
分
に

配
分
す
る
も
の
と
す
る
。
 

以
上
の
基
準
に
従
っ
て
漁
獲
可
能
量
を
各
知
事
管
理
区
分
に

配
分
し
た
結

果
，

各
知
事
管
理

区
分

に
お
け
る
漁
獲

可
能
量
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
変
更
後
に
開
催

さ
れ
る
鹿
児
島

，
熊

毛
及
び
奄

美
大
島
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

特
に
な
し
。
 

 第
５
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

知
事
管
理
区
分
の
漁
獲
量
の
公
表
に
つ
い
て
，
法
第

31
条
に

定
め
る
場
合

に
該

当
す
る
か
否

か
に

つ
い

て
は
，
当

該
知
事
管

理
区
分
の
漁
獲
量
が
当
該

知
事
管
理

漁
獲

可
能
量
の

７
割
を

超
え

る
と
き

を
基
準
と
し
て

，
漁
獲
量
の
推
移
に
応
じ
て
判
断
す
る
。
 

 
 

（
別

紙
１
－
５
）
 

第
１

 
特
定
水
産
資

源
 

す
る

め
い

か
 

 第
２

 
知
事
管
理
区

分
及

び
知
事

管
理

区
分
ご
と
の
漁

獲
量

の
管
理

の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県

す
る
め
い
か
漁

業
 

(
1
) 

知
事
管

理
区
分
を
構
成
す
る

事
項
 

①
 

水
域
 

 
 
 
②
の
対

象
と

す
る
漁
業
が

，
す
る
め
い
か

の
採

捕
を
行

う
水

域
 

②
 

対
象

と
す
る
漁
業
 

 
 

 
鹿
児

島
県

に
住

所
又
は

主
た

る
事

務
所

そ
の
他
の

事
業

所
の

所
在
地
が

あ
る
者

が
す

る
め
い

か
を
採
捕

す
る

漁
業
 

 
 

 
③
 
漁
獲
可

能
期

間
 

 
 

 
 
 
周
年
 

 
 

(
2)
 
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法

等
 

当
該
知

事
管
理

区
分

に
お

け
る

管
理

の
手
法

は
，
現

行
の

水
準

以
上
に

漁
獲

量
を

増
加

さ
せ

な

い
管

理
と
し
，
漁
獲
量
等

の
報
告
に
係

る
期

限
は
，
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

 
 

 
 
陸
揚
げ
し

た
日

か
ら
そ

の
属

す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 第
３

 
漁
獲
可
能
量

の
知

事
管
理

区
分

へ
の
配
分
の
基

準
 

全
量

を
当

該
知
事
管
理
区

分
に

配
分
す

る
。
 

 第
４

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

当
該

知
事

管
理
区
分
に
お

い
て

は
，
漁
獲

可
能

量
に
よ
る
管
理
以
外

の
手
法
と
し
て
，
漁
獲

努
力

量

に
よ

る
管
理

を
併

せ
て

行
う
こ

と
と

す
る

。
こ

の
場
合
に

お
け

る
当

該
知
事
管

理
区
分

が
対

象
と
す

る
漁
業
に
係
る

漁
獲

努
力
量
の
上

限
は
，
3
00

隻
と
す
る
。
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（
別
紙
１
－
６
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
及
び
ご
ま
さ
ば
東
シ
ナ
海
系
群
 

 第
２
 
知
事
管
理
区

分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
ま
き
網
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
さ
ば
対
馬
暖
流
系
群
及
び
ご

ま
さ
ば
東
シ
ナ

海
系

群
の
採
捕

を
行
う
水

域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

 
 
 
中
型
ま
き
網
漁
業
（
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関

す
る
省
令
第

7
0
条
第

1
号
に

掲
げ

る

漁
業
を
い

う
。
）
及
び
小
型
ま
き
網
漁
業
（
鹿
児
島
県
漁
業
調

整
規
則
第

4
条
第

1
項
第

4
号
に

掲
げ
る
漁

業
を
い
う
。）

 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

 
 
(
2)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

 
 
 
 
当
該
知
事

管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総
量

の
管

理
と
し
，
漁
獲
量

等
の

報

告
に
係
る
期
限
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
当
該
管
理
年
度
中
（
②
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 
 
 
②
 
知
事
が
法
第

31
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
を
し
た
日
か
ら
当

該
管
理
年
度
の

末
日
ま
で
 

 
 
 
 
 
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
３
日
以
内
（
た
だ
し
、
漁
獲
可
能
量
の

追
加
配
分
等
に

よ
り
当
該
知
事

管
理
区
分

の
漁
獲
量
が
当
該
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
超
え
る

お
そ
れ
が
な
く

な
っ

た
と
認
め

る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
  

  
２
 
鹿
児
島
県
そ

の
他
の
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
漁
業
 

(
1
) 

知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

 
②
の
対
象
と
す
る

漁
業

が
，
ま
さ

ば
対
馬
暖
流
系
群

及
び

ご
ま

さ
ば
東

シ
ナ
海
系

群
の

採
捕

を
行
う
水

域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児
島

県
に
住
所
又
は

主
た
る
事
務

所
そ
の
他
の

事
業
所
の

所
在

地
が
あ
る

者
に

よ
る
ま

さ

ば
対
馬
暖
流
系
群
及

び
ご

ま
さ
ば
東

シ
ナ
海
系
群
を
採

捕
す

る
漁

業
（
鹿

児
島
県
ま

き
網

ま
さ

ば
及
び
ご

ま
さ
ば
漁
業
を
除
く
（
以
下
「
そ
の
他
の
ま
さ
ば

及
び
ご
ま
さ

ば
漁

業
」
と
い

う
。
））
 

 
 
 
③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

 
 
 
 
 
周
年
 

 

 
 

(
2)
 
漁

獲
量

の
管
理
の
手
法

等
 

当
該

知
事

管
理

区
分
に
お

け
る

管
理
の

手
法

は
，

現
行
の
水

準
以

上
に
漁

獲
量

を
増

加
さ

せ
な

い
管

理
と

し
，
漁
獲
量
等

に
係

る
報
告

の
期

限
は
，
次
の
と

お
り
と
す
る

。
 

 
 

 
 
陸
揚
げ
し

た
日

か
ら
そ

の
属

す
る
月
の
翌
月
の

10
日
ま
で
 

 第
３

 
漁
獲
可
能
量

の
知

事
管
理

区
分

へ
の
配
分
の
基

準
 

漁
獲

可
能

量
の
知
事
管
理

区
分

へ
の
配

分
は

，
本
県
に
配
分

さ
れ
た
漁
獲

可
能

量
の
う
ち
，

お
お

む
ね
９
割
を
当

該
管

理
年
度
の
前

々
年
度
ま
で
の

３
年

間
の
漁

獲
実

績
の
平
均
値
の

比
率

に
応
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分
に
按

分
し
，
残
り
の

お
お

む
ね
１

割
を

本
県
の
留
保
枠

と
す

る
。
ま

た
，
当
該
留
保

枠
に

つ
い
て
は
，

そ
れ
ぞ
れ
の
知

事
管

理
区
分

に
お

け
る
資
源
管
理

の
取

組
状
況
，

当
該
特
定
水
産

資
源

の
回
遊
状
況

，
法
第

12
4
条

第
１

項
の
協

定
の

実
施
状
況
等
を

踏
ま

え
，
鹿
児

島
及
び
熊
毛
海

区
漁

業
調
整
委
員

会
の
意
見
を
聴

い
て

必
要
と

す
る

知
事
管
理
区
分

に
配

分
す
る
も

の
と
す
る
。
 

お
っ

て
，

農
林
水
産
大
臣

か
ら

国
の
留

保
枠

の
配
分
が
あ
っ

た
場
合
は
，

当
該

管
理
年
度
の

当
初

に
漁
獲
可
能
量

を
管

理
区
分
ご
と

に
按
分
し
た
比

率
で

，
追
加

配
分

さ
れ
た
数
量
を

配
分

す
る
こ
と

と
す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
漁

獲
可
能
量
を
各

知
事

管
理
区

分
に

配
分
し
た
結
果

，
各

知
事
管
理

区
分
に
お
け
る

漁
獲

可
能
量
に
変

更
が
生
じ
た
場

合
は

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

ま
た

，
県

内
知
事
管
理
区

分
間

や
他
県

等
と

の
融
通
に
よ
り

知
事
管
理
漁

獲
可

能
量
が
変
更

さ
れ

る
場
合
は
，
予

め
鹿

児
島
及
び
熊

毛
海
区
漁
業
調

整
委

員
会
に

意
見

を
聴
い
て
定
め

た
方

法
に
よ

り
，
知
事
管
理

区
分

の
配
分
量
を

変
更
す
る
も
の

と
し

，
変
更

後
に

開
催
さ
れ
る
鹿

児
島

及
び
熊
毛

海
区
漁
業
調
整

委
員

会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る

。
 

な
お

，
漁

獲
可
能
量
の
算

定
に

あ
た
っ

て
は

，
鹿
児
島
県
ま

き
網
ま
さ
ば

及
び

ご
ま
さ
ば
漁

業
へ

の
配
分
の
う
ち

10
0
ト
ン
未
満
の

端
数
は

10
ト

ン
の
位
を
四
捨

五
入

す
る
も
の
と
す

る
。

 

 第
４

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

そ
の
他

の
ま

さ
ば

及
び

ご
ま
さ

ば
漁

業
に
お

い
て
は

，
漁

獲
可

能
量

に
よ

る
管
理

以
外
の

手
法

と

し
て
，
漁
獲
努
力

量
に

よ
る
管

理
を
併

せ
て

行
う
こ
と
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お

け
る
当

該
漁
業
に
係

る
漁
獲
努
力
量

の
上

限
は
，
6,
20
0
隻

と
す

る
。
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（
別
紙
１
－
７
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
（
体
色
が
銀
色
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
別
紙

の
第

２
か
ら
第

３
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 

第
２
 
知
事
管
理
区

分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
か
た
く
ち
い
わ
し
漁
業
 

(
1
) 

当
該
知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
か
た
く
ち
い
わ
し
の
採
捕
を
行

う
水
域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児

島
県

に
住

所
又
は

主
た
る

事
務

所
そ

の
他

の
事
業

所
の

所
在

地
が

あ
る

者
が

か
た

く
ち

い
わ
し
を
採
捕
す
る
漁
業
 

③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

周
年
 

(
2
) 

漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

当
該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総

量
の

管
理
と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に
係
る
期
限

は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
 

 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

全
量
を
当
該
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。
 

 

第
４
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

か
た
く
ち
い
わ
し
対
馬
暖
流
系
群
の
う
ち
，
し
ら
す
（
か
た
く
ち
い
わ

し
対

馬
暖
流
系
群
の

う
ち
，

体
色
が
銀
色
の
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
別
紙
に
お
い
て
同

じ
。）

を
漁
獲
対

象
と
す
る

漁
業
に
つ
い
て
，
し
ら
す
を
漁
獲
す
る
漁
獲
努
力
量
を
現
状
よ

り
増
加
さ
せ
な

い
よ

う
努
め

る
。
 

鹿
児
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

ま
た
，

当
該
水
産
資
源

の
採
捕
を
す

る
者
に

よ
る

法
第
 
12
4 

条
第

 
1
 
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進

し
，
認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
，
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら

に
よ
る

当
該

協
定

の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
り
組
み
内
容
の
改
良
を

促
進
す
る
。
 

 第
５
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

資
源
管
理
基
本
方
針
（
令
和
２
年
農
林
水
産
省
告
示
第

19
8
2
 号

）
の
本
則
の

第
１

の
２
（
５

）
に

定
め
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
管
理
を
行
う
。
 

   

（
別

紙
１
－
８
）
 

第
１

 
特
定
水
産
資

源
 

う
る
め
い
わ
し
対
馬

暖
流
系
群
 

 

第
２

 
知
事
管
理
区

分
及

び
知
事

管
理

区
分
ご
と
の
漁

獲
量

の
管
理

の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県

う
る
め
い
わ
し

漁
業
 

(1
)
 
当
該
知
事
管

理
区

分
を
構

成
す
る

事
項
 

①
 
水

域
 

②
の

対
象
と
す
る
漁

業
が

，
う
る

め
い

わ
し
の
採
捕
を

行
う

水
域
 

②
 
対

象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児

島
県

に
住

所
又

は
主

た
る

事
務

所
そ

の
他

の
事

業
所

の
所

在
地

が
あ

る
者

が
う

る
め

い

わ
し
を
採
捕
す

る
漁

業
 

③
 

漁
獲

可
能
期
間
 

周
年
 

(2
)
 
漁
獲
量
の
管

理
の

手
法
等

 

当
該

知
事

管
理
区
分
に
お
け
る

管
理
の
手
法

は
，
漁
獲

量
の
総

量
の

管
理
と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に
係
る

期
限

は
，
次
の
と
お

り
と
す
る
。
 

陸
揚

げ
し

た
日
か
ら
そ
の
属
す

る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
 

 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

の
知

事
管
理

区
分

へ
の
配
分
の
基

準
 

全
量

を
当

該
知
事
管
理
区

分
に

配
分
す

る
。
 

 

第
４

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則

等
の

公
的
規

制
を

遵
守
さ
せ
る
。

 

ま
た
，

当
該

水
産
資

源
の

採
捕

を
す

る
者

に
よ
る

法
第

 
12
4 

条
第

 
1
 
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進

し
，
認
定
し
た

協
定

を
公
表
す
る

と
と

も
に
，
当

該
協
定
に
参

加
し
て
い
る
者

自
ら

に
よ
る

当
該

協
定

の
実

施
状

況
の
定
期
的
な

検
証

及
び
取
り
組

み
内
容
の
改
良
を

促
進
す
る
。
 

 第
５

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

資
源
管
理
基
本

方
針
（

令
和
２

年
農
林
水
産

省
告

示
第

19
8
2 
号
）
の
本

則
の

第
１
の
２
（
５
）
に

定
め

る
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

管
理

を
行
う
。
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（
別
紙
１
－
９
）
 

第
１
 
特
定
水
産
資

源
 

ま
だ
い
日
本
海
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
 

 

第
２
 
 知

事
管
理
区
分
及
び
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手

法
等
 

１
 
鹿
児
島
県
ま
だ
い
漁
業
 

(1
)
 
当
該
知
事
管
理
区
分
を
構
成
す
る
事
項
 

①
 
水
域
 

②
の
対
象
と
す
る
漁
業
が
，
ま
だ
い
の
採
捕
を
行
う
水

域
 

②
 
対
象
と
す
る
漁
業
 

鹿
児

島
県

に
住

所
又

は
主
た

る
事

務
所
そ

の
他

の
事
業

所
の

所
在

地
が

あ
る

者
が

ま
だ

い
を

採
捕
す
る
漁
業
 

③
 
漁
獲
可
能
期
間
 

周
年
 

(2
)
 
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等
 

当
該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
，
漁
獲
量
の
総

量
の

管
理
と
し
，
漁
獲
量

等
の
報

告
に
係
る
期
限

は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
そ
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

1
0
日
ま
で
 

 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

の
知
事
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準
 

全
量
を
当
該
知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
。
 

 

第
４
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

鹿
児
島
県
漁
業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
さ
せ
る
。

 

ま
た
，

当
該
水
産
資
源

の
採
捕
を
す

る
者
に

よ
る

法
第
 
12
4 

条
第

 
1
 
項

の
協

定
の

締
結

を
促

進

し
，
認
定
し
た
協
定
を
公
表
す
る
と
と
も
に
，
当
該
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者

自
ら

に
よ
る

当
該

協
定

の
実
施
状
況
の
定
期
的
な
検
証
及
び
取
り
組
み
内
容
の
改
良
を

促
進
す
る
。
 

 第
５
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

資
源
管
理
基
本
方
針
（
令
和
２
年
農
林
水
産
省
告
示
第

19
8
2 
号
）
の
本

則
の

第
１
の
２
（
５
）
に

定
め
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
管
理
を
行
う
。
 

       

   （
別

紙
２
－
１
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
か
つ
お
（
中

西
部

太
平
洋

条
約

海
域
）
 

第
２

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿
児
島
県
漁

業
調

整
規
則

等
の

公
的
規
制
を
遵

守
さ

せ
る
。
 

ま
た

，当
該
水
産
資

源
の

採
捕
を
す
る
者

に
よ

る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協

定
を

公
表

す
る
と

と
も

に
，

当
該

協
定
に
参

加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的

な
検
証
及
び

取
り
組
み
内
容

の
改

良
を
促

進
す

る
。
 

加
え

て
，
当
該
協
定
に
基

づ
き

，
報
告
さ
れ

る
情

報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す
る
。
 

第
３

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
２
－
２
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
き
は
だ
（
中

西
部

太
平
洋

条
約

海
域
）
 

第
２

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿
児
島
県
漁

業
調

整
規
則

等
の

公
的
規
制
を
遵

守
さ

せ
る
。
 

ま
た

，当
該
水
産
資

源
の

採
捕
を
す
る
者

に
よ

る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協

定
を

公
表

す
る
と

と
も

に
，

当
該

協
定
に
参

加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的

な
検
証
及
び

取
り
組
み
内
容

の
改

良
を
促

進
す

る
。
 

加
え

て
，
当
該
協
定
に
基

づ
き

，
報
告
さ
れ

る
情

報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す
る
。
 

第
３

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
２
－
３
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
め
ば
ち
（
中

西
部

太
平
洋

条
約

海
域
）
 

第
２

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿
児
島
県
漁

業
調

整
規
則

等
の

公
的
規
制
を
遵

守
さ

せ
る
。
 

ま
た

，当
該
水
産
資

源
の

採
捕
を
す
る
者

に
よ

る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協

定
を

公
表

す
る
と

と
も

に
，

当
該

協
定
に
参

加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的

な
検
証
及
び

取
り
組
み
内
容

の
改

良
を
促

進
す

る
。
 

加
え

て
，
当
該
協
定
に
基

づ
き

，
報
告
さ
れ

る
情

報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る
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よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

（
別
紙
２
－
４
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
び
ん
な
が
（

北
西
太
平
洋
海
域
）
 

第
２
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 
鹿
児
島
県
漁

業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

ま
た
，当

該
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協
定

を
公
表
す

る
と
と
も
に
，
当
該
協
定

に
参
加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的
な
検
証
及
び
取
り
組
み
内
容
の
改
良
を
促
進
す

る
。
 

加
え
て
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
，
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

 （
別
紙
２
－
５
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
め
か
じ
き
（

北
西
太
平
洋
海
域
）
 

第
２
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 
鹿
児
島
県
漁

業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

ま
た
，当

該
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協
定

を
公
表
す

る
と
と
も
に
，
当
該
協
定

に
参
加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的
な
検
証
及
び
取
り
組
み
内
容
の
改
良
を
促
進
す

る
。
 

加
え
て
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
，
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

 （
別
紙
２
－
６
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
ひ
ら
め
日
本

海
中
西
部
・
東
シ
ナ
海
系
群
 

第
２
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 
鹿
児
島
県
漁

業
調
整
規
則
等
の
公
的
規
制
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

ま
た
，当

該
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者
に
よ
る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協
定

を
公
表
す

る
と
と
も
に
，
当
該
協
定

に
参
加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的
な
検
証
及
び
取
り
組
み
内
容
の
改
良
を
促
進
す

る
。
 

加
え
て
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
，
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す
る
。
 

第
３

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
２
－
７
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
き
だ
い
日
本

海
・

東
シ
ナ

海
系

群
 

第
２

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿
児
島
県
漁

業
調

整
規
則

等
の

公
的
規
制
を
遵

守
さ

せ
る
。
 

ま
た

，当
該
水
産
資

源
の

採
捕
を
す
る
者

に
よ

る
法
第

1
24

条
第

1
項
の
協
定

の
締

結
を
促

進
し
，

認
定

し
た
協

定
を

公
表

す
る
と

と
も

に
，

当
該

協
定
に
参

加
し

て
い

る
者
自
ら

に
よ
る

当
該

協
定
の

実
施
状
況
の
定

期
的

な
検
証
及
び

取
り
組
み
内
容

の
改

良
を
促

進
す

る
。
 

加
え

て
，
当
該
協
定
に
基

づ
き

，
報
告
さ
れ

る
情

報
を
活
用
し

て
，
資
源
評
価
の
精

度
が

向
上
す
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す
る
。
 

第
３

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
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   （
別
紙
３
－
１
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
ま
る
あ
じ
日

本
海
西
・
東
シ
ナ
海
系
群
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

 
 
 

国
が

行
う

資
源
評
価
に
お
け
る
資

源
量
指

標
値
を
，
提

案
さ
れ

た
目

標
管

理
基
準

値
案
に

回
復

さ

せ
る
。
 

な
お
，
資
源
管
理
基
本
方
針
に
資
源
管
理
の
目
標
が
定
め
ら
れ
た
場

合
に
は
，
当
該
資
源
管

理
の

目

標
を
資
源
管
理

の
方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
２
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
う
ま
づ
ら
は

ぎ
日
本
海
・
東
シ
ナ
海
系
群
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

 
 
 
国
が
行
う
資

源
評
価
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
資
源
水
準
を
，
20
2
9
年
ま
で
に
中
位

以
上
ま
で
回
復

す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 

な
お
，

国
に
よ
り
最
大
持
続
生
産
量
を
実
現
す
る

親
魚

量
等
が

公
表

さ
れ

た
場

合
に
は
当

該
資

源

評
価
結
果
に
基
づ
く
指
標
を
，
資
源
管
理
基
本
方
針
に
資
源
管

理
の
目
標
が
定

め
ら

れ
た
場

合
に

は
，

当
該
資
源
管
理
の
目
標
を
資
源
管
理
の
方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
３
－
３
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
た
ち
う
お
日

本
海

・
東
シ

ナ
海

系
群
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

 
 

 
国
が
行
う
資

源
評

価
に
お

い
て

判
断
さ
れ
る
資

源
水

準
を
，

20
2
9
年
ま
で
に
中
位

以
上
ま
で
回
復

す
る

こ
と

を
目
指
す
。
 

な
お
，

国
に
よ

り
最

大
持

続
生

産
量

を
実

現
す

る
親
魚

量
等

が
公
表

さ
れ

た
場

合
に
は
当

該
資

源

評
価

結
果

に
基
づ
く
指
標

を
，
資
源

管
理

基
本
方
針
に
資
源
管

理
の
目
標
が
定

め
ら

れ
た
場

合
に

は
，

当
該

資
源

管
理
の
目
標
を

資
源

管
理
の
方
向

性
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努

め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
３
－
４
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
さ
わ
ら
日
本

海
・

東
シ
ナ

海
系

群
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

 
 

 
国

が
行
う

資
源
評

価
に

お
け

る
資
源
量

指
標
値

を
，

提
案
さ

れ
た
目

標
管

理
基
準

値
案
に

回
復

さ

せ
る

。
 

な
お
，
資
源

管
理
基
本
方
針
に
資

源
管
理
の
目
標

が
定

め
ら
れ
た
場

合
に
は
，
当
該
資
源
管

理
の

目

標
を
資
源
管
理

の
方

向
性
と
す
る

。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努

め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
５
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
ま
ち
類
奄
美

諸
島
・
沖
縄
諸
島
・
先
島
諸
島
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

 
 
 
国
が
行
う
資

源
評
価
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
資
源
動
向
を
，
20
3
3
年
ま
で

に
増
加

と
す
る
。
 

な
お
，

国
に
よ
り
最
大
持
続
生
産
量
を
実
現
す
る

親
魚

量
等
が

公
表

さ
れ

た
場

合
に
は
当

該
資

源

評
価
結
果
に
基
づ
く
指
標
を
，
資
源
管
理
基
本
方
針
に
資
源
管

理
の
目
標
が
定

め
ら

れ
た
場

合
に

は
，

当
該
資
源
管
理
の
目
標
を
資
源
管
理
の
方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 

南
西

諸
島

マ
チ
類
広
域
資
源
管
理
方
針

に
記
載
さ
れ
る

漁
獲

努
力

量
の
削

減
措
置

を
遵
守

さ
せ

る
。 

  （
別
紙
３
－
６
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
む
ろ
あ
じ
類

東
シ
ナ
海
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

 
 
 

国
が

行
う

資
源
評
価
に
お
け
る
資

源
量
指

標
値
を
，
提

案
さ
れ

た
目

標
管

理
基
準

値
案
に

回
復

さ

せ
る
。
 

な
お
，
資
源
管
理
基
本
方
針
に
資
源
管
理
の
目
標
が
定
め
ら
れ
た
場

合
に
は
，
当
該
資
源
管

理
の

目

標
を
資
源
管
理

の
方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
７
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
ぶ
り
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

国
が

行
う

資
源
評
価
に
お

け
る

親
魚
量

を
，

提
案
さ
れ
た
目

標
管
理
基
準

値
案

に
回
復
さ
せ

る
。
 

 
 

 
な
お
，
資
源
管

理
基
本

方
針
に
資
源

管
理

の
目
標
が
定

め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
当
該

資
源
管
理
の
目

標
を

資
源

管
理
の
方
向
性

と
す

る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努

め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
８
）
 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
す
じ
あ
ら
南

西
諸

島
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

国
が

行
う

資
源
評
価
に
お

け
る

C
PU
E
の
動
向
を
，

20
29

年
ま
で
に
増
加

と
す

る
。
 

 
 

 
な

お
，
国

に
よ
り

最
大

持
続

生
産
量
を

実
現
す

る
親

魚
量
等

が
公
表

さ
れ

た
場
合

に
は
当

該
資

源

評
価

結
果

に
基
づ
く
指
標

を
，
資
源

管
理

基
本
方
針
に
資
源
管

理
の
目
標
が
定

め
ら

れ
た
場

合
に

は
，

当
該

資
源

管
理
の
目
標
を

資
源

管
理
の
方
向

性
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努

め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
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   （
別
紙
３
－
９
）
 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
ま
か
じ
き
中

西
部
太
平
洋
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

中
西
部
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
委
員
会
で
の
合
意
等
に
従
い
，
暫
定
的
に
，
漁
獲

が
な
い
と
仮
定

し
た

場

合
に
推
定
さ
れ

る
親
魚
量
に
対
す
る
実
際
の
親
魚
量
の
割
合
を
，
提
案

さ
れ

た
水
準
に
回
復

さ
せ

る
。 

 
 

な
お
，
資
源
管
理
基
本
方
針
に
資
源
管
理
の
目
標
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
当

該
資
源

管
理
の
目
標

を
資
源
管
理
の

方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
の
精
度
が

向
上
す
る
よ
う

に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
1
0）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
あ
ら
鹿
児
島

県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の
平

均
値
（
2.
6
ト
ン
）
程
度

に
維
持
す
る
。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見
に

基
づ
き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
1
1）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
か
ま
す
さ
わ

ら
鹿

児
島
県

周
辺

海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
1
5.
8
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
1
2）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
か
ん
ぱ
ち
類

（
か

ん
ぱ
ち

，
ひ

れ
な
が
か
ん
ぱ

ち
）

鹿
児
島

県
周

辺
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
、
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁

獲
量

を
直
近

10
年

間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年

ま
で
）
の
平

均
値
（
23
9
.
6
ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
1
3）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
き
び
な
ご
鹿

児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
、
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の
平

均
値
（
78
4
.
9
ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
1
4）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
し
ら
す
鹿
児

島
県
周
辺
海
域
（
鹿
児
島
県
周
辺
海
域
で
漁
獲
さ
れ
る
い
わ
し

類
の
う
ち
，
体

色
が

銀

色
の
も
の
以
外

の
も
の
の
こ
と
を
い
う
。）

鹿
児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の
平

均
値
（
2.
2
ト
ン
）
程
度

に
維
持
す
る
。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見
に

基
づ
き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

 （
別

紙
３
－
1
5）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
す
ず
め
だ
い

類
（

す
ず
め

だ
い

，
あ
ま
み
す
ず

め
だ

い
，
お

や
び

っ
ち
ゃ
）
鹿
児

島
県
周
辺
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源
を
現
状
の
水
準

に
維
持
す
る

た
め

，
漁
獲
努

力
量

を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間

漁
獲

量
を
直
近

10
年
間
（
20
1
3
年
か
ら

2
0
22

年
ま

で
）
の

平
均

値
（
7
.1

ト
ン

）
程

度

に
維

持
す

る
。
な
お
，
定
期
的
な

検
証

の
際
に
，
科

学
的
な

知
見
に

基
づ

き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と

す
る

。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
1
6）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
そ
う
だ
が
つ

お
類

（
ま
る

そ
う

だ
，
ひ
ら
そ
う

だ
）

鹿
児
島

県
周

辺
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁

獲
量

を
直
近

10
年

間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年

ま
で
）
の
平

均
値
（
61
9
.
7
ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
1
7）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
た
か
さ
ご
類

（
た
か
さ
ご
，
に
せ
た
か
さ
ご
，
く
ま
さ
さ
は
な
む

ろ
）
鹿
児
島
県

周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

1
0
年
間
（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
4
0.
6
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
1
8）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
と
び
う
お
類

鹿
児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
0
22

年
ま

で
）
の
平

均
値
（
1
,
01
7.
8
ト
ン
）

程
度
に
維
持
す

る
。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知

見
に
基
づ
き
，
本
方
向

性
を
見
直

す
こ
と
と
す
る

。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
1
9）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
ば
し
ょ
う
か

じ
き

鹿
児
島

県
周

辺
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
5
1.
3
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
2
0）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
は
た
類
鹿
児

島
県

周
辺
海

域
（

す
じ
あ
ら
を
除

く
）

 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
5
4.
6
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
2
1）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
は
も
鹿
児
島

県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

1
0
年
間
（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
2
5.
0
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
2
2）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
ぶ
だ
い
類
鹿

児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

1
0
年
間
（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
4
5.
8
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
2
3）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
む
つ
類
（
む

つ
，

く
ろ
む

つ
）

鹿
児
島
県
周
辺

海
域

 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
2
2.
0
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
2
4）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
め
だ
い
鹿
児

島
県

周
辺
海

域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
9
0.
6
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
2
5）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
あ
お
り
い
か

鹿
児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

1
0
年
間
（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
8
3.
9
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
2
6）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
あ
わ
び
類
鹿

児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の
平

均
値
（
0.
9
ト
ン
）
程
度

に
維
持
す
る
。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見
に

基
づ
き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
2
7）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
い
せ
え
び
類

（
い

せ
え
び

，
か

の
こ
い
せ
え
び

，
し

ま
い
せ

え
び

）
鹿
児
島
県
周

辺
海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を

直
近

1
0
年
間

（
20
1
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の

平
均

値
（
4
3.
1
ト

ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
2
8）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
そ
で
い
か
鹿

児
島

県
周
辺

海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁

獲
量

を
直
近

10
年

間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年

ま
で
）
の
平

均
値
（
22
7
.
5
ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期

的
な
検

証
の

際
に
，
科

学
的
な

知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
2
9）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
小
型
え
び
類

（
ひ
げ
な
が
え
び
，
な
み
く
だ
ひ
げ
え
び
等
）
鹿
児

島
県
周
辺
海
域

 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年
ま
で
）
の
平

均
値
（
24
5
.
1
ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る

。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見

に
基
づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
 

  （
別
紙
３
－
3
0）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
つ
き
ひ
が
い

鹿
児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近
５
年
間
（
20
1
8
年
か
ら

20
2
2
年
ま
で
）
の

平
均
値
（
5
3.
3
ト
ン
）
程
度

に
維
持
す
る
。
な
お
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知
見
に

基
づ

き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
3
1）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
や
こ
う
が
い

鹿
児

島
県
周

辺
海

域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源

を
現

状
の
水
準
に
維

持
す

る
た
め
，
漁
獲

努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁

獲
量

を
直
近

10
年

間
（
2
01
3
年
か
ら

2
02
2
年

ま
で
）
の
平

均
値
（
8.
7
ト
ン
）
程
度

に
維
持
す
る
。
な
お
，
定
期
的

な
検
証

の
際

に
，
科
学

的
な
知

見
に

基
づ
き
，
本
方
向
性
を

見
直
す
こ

と
と
す
る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
 

 
 

 
な
し
 

  （
別

紙
３
－
3
2）

 

第
１

 
水
産
資
源
 

 
 

 
さ
ば
ふ
ぐ
類

日
本

海
西
・

東
シ

ナ
海
の
う
ち
鹿

児
島

県
周
辺

海
域
 

第
２

 
資
源
管
理
の

方
向

性
 

資
源
を
現
状
の
水
準

に
維
持
す
る

た
め

，
漁
獲
努

力
量

を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間

漁
獲

量
を
直
近

10
年
間
（

2
01
3
年
か
ら

20
22

年
ま
で
）
の
平

均
値
（

81
.5

ト
ン
）
程

度
に

維
持

す
る
。
な
お
，
定
期
的

な
検

証
の
際
に
，
科
学
的

な
知
見

に
基

づ
き
，
本
方
向
性

を
見
直
す

こ
と

と
す

る
。
 

第
３

 
漁
獲
可
能
量

に
よ

る
管
理

以
外

の
手
法
に
よ
る

資
源

管
理
に

関
す

る
事
項
 

 
 

 
鹿

児
島
県

漁
業
調

整
規

則
等

の
公
的
規

制
を
遵

守
さ

せ
る
と

と
も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る

者
に

よ
る
法
第

12
4
条
第
１

項
の
協
定
の
締

結
を

促
進
し

，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に

，
当

該
協
定

に
参

加
し
て

い
る

者
自

ら
に

よ
る

当
該
協

定
の

実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組

内
容

の
改
良
を
促
進

す
る

。
 

 
 

 
ま
た
，
当
該
協

定
に
基

づ
き
報
告
さ

れ
る

情
報
を
活
用

し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と

と
す

る
。
 

第
４

 
そ
の
他
資
源

管
理

に
関
す

る
重

要
事
項
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な
し
 

  （
別
紙
３
－
3
3）

 

第
１
 
水
産
資
源
 

 
 
 
き
ん
め
だ
い

太
平
洋
系
群
の
う
ち
鹿
児
島
県
周
辺
海
域
 

第
２
 
資
源
管
理
の

方
向
性
 

資
源
を
現
状
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
，
漁
獲
努
力
量
を
現
行
の
水

準
以
下
に
維
持
し
つ

つ
，
当
分

の
間
，
年
間
漁
獲
量
を
直
近

10
年
間
（
2
01
3
年
か
ら

20
22

年
ま
で
）
の
平

均
値
（

14
.7

ト
ン
）
程

度
に
維
持
す
る
こ
と
と
し
，
定
期
的
な
検
証
の
際
に
，
科
学
的
な
知

見
に

基
づ
き
，
本
方

向
性
を
見
直

す
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
，
国
に
よ
る
資
源
評
価
結
果
が
公
表
さ
れ
た
場
合
に
は
，
そ
の

資
源
評
価
結
果

に
基

づ
く
指
標

等
を
資
源
管
理
の
方
向
性
と
す
る
。
 

第
３
 
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資
源
管
理
に
関
す

る
事
項
 

 
 
 

鹿
児

島
県

漁
業
調
整
規
則
等
の
公

的
規
制

を
遵
守
さ
せ

る
と
と

も
に

，
当

該
水
産

資
源
の

採
捕

を

す
る
者
に
よ
る
法
第

12
4
条
第
１
項
の
協
定
の
締
結
を
促
進
し
，
認

定
し
た
協
定
を

公
表

す
る
と
と

も
に
，
当
該

協
定
に
参
加

し
て

い
る
者
自
ら
に
よ
る
当

該
協
定

の
実
施

状
況

の
定
期

的
な

検
証

及
び

取
組
内
容
の
改
良
を
促
進
す
る
。
 

 
 
 
ま
た
，
当
該
協
定
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
る
情
報
を
活
用
し
て
，
資
源
評
価
が
行
え
る

よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。
 

第
４
 
そ
の
他
資
源

管
理
に
関
す
る
重
要
事
項
 

 
 
 
な
し
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